
認定こども園コスモス 重要事項説明書 

 

１ 施設運営主体 

名 称 社会福祉法人和泉会 

所 在 地  行橋市南泉二丁目１８番４０号 

電 話 番 号  ０９３０－５５－０８８６ 

代表者氏名  理事長 坪井 大輔 

 

２ 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所型認定こども園 

施 設 の 名 称 認定こども園コスモス 

施 設 の 所 在 地  行橋市南泉二丁目１８番４０号 

連 絡 先 
TEL：０９３０－２３－０８８５ 

FAX：０９３０－２３－０６２０ 

管 理 者 施設長 坪井 大輔 

対 象 児 童  

・１号認定 

 満３歳から小学校就学前の保育を必要としない児童 

・２号認定 

 満３歳から小学校就学前の保育を必要とする児童 

・３号認定 

 ０歳から満３歳未満の保育を必要とする児童 

利 用 定 員  

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

１号 

定員 
－ － － 25 人 

２号 

定員 
－ － － 43 人 44 人 44 人 

３号 

定員 
22 人 42 人 50 人 － － － 

開 設 年 月 日 平成２８年 ４月 １日 

事 業 所 番 号  

 

３ 事業の目的・運営方針 

  認定こども園コスモス（以下「当園」という。）は、以下の運営方針に基づき、小学校

就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供

します。 



 (1) 保育理念 

    入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を増進する。 

(2) 保育方針 

    子どもが現在をもっとも良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う。 

(3) 保育目標 

    何をするにも自分で開拓できる子どもを目指す。 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

(1) 施 設 

敷 地 
敷地全体 1,615.40㎡ 

園庭 411.58㎡ 

園 舎 
構造 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根 3 階建 

延べ面積 1,634.64㎡ 

 (2) 主な設備 

設備 部屋数 備考 

保育室 ９室 ２歳児室について１室。０歳児室・１歳児室、３歳児室、

４歳児室、５歳児室について各２室。 

厨房 １室  

遊戯室 ２室  

子育て支援センター １室 別棟 

調乳室 １室  

沐浴室 １室  

職員室’（医務室） １室  

 

５ 職員の体制 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

施設長 １ １   

副施設長 １ １   

主任保育士 １ １   

保育士 ３５ ２９ ６ 児童福祉施設最低基準に定める定数 

栄養士 １ １   

調理員 ３ ２ １  

その他 １３ ３ １０ 看護師・子育て支援員・用務員など 

 

６ 教育・保育を提供する日 

 (1) 教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。 



   ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となります。 

 (2) １号認定の児童への教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次に 

掲げる日については基本休園となります。 

ｱ．土曜日 

なお、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、保育を提供いたしますが、下

記の利用者負担が必要となります。 

保育時間 利用料 利用料単位 備考 

 9:00 ～ 15:30 350円 １回 保育料 

   ※土曜日に園行事があるときは、上記の利用者負担は必要ありません。 

ｲ．夏季休日（８月１３日から１５日）及び学期末休日（３月２４日から３１日） 

なお、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、保育を提供いたしますが、下

記の利用者負担が必要となります。 

保育時間 利用料 利用料単位 備考 

 9:00 ～ 15:30 200円 １回 保育料 

   ※休日期間中の土曜日については、土曜日の利用料が必要となります。 

 (3) 非常変災その他急迫の事情があるときには、臨時に休園とする場合があります。 

 

７ 教育・保育を提供する時間 

  教育・保育を提供する時間は、次のとおりとします。 

(1) 教育標準時間認定に係る保育時間 

    教育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、９時か 

   ら１５時３０分までの範囲内の時間となります。 

    なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

   ７時から９時前まで又は１５時３０分を超えて１９時までの範囲内で、延長保育を提

供いたします。ただし、８時３０分から９時前までは登園時間、１５時３０分を超え

て１６時までは降園時間とみなし、利用料はいただきません。 

延長保育時間 利用料 利用料単位 備考 

7:00 ～ 8:30 100円 １回 保育料 

16:00 ～ 18:00 100円 １回 保育料 

18:00 ～ 19:00 200円 
150円 １回 保育料 

50円 １回 おやつ代 

(2) 保育標準時間認定に係る保育時間 

    保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、７時か

ら１８時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

    なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

１８時を超えて１９時までの範囲内で、延長保育を提供いたします。 



延長保育時間 利用料 利用料単位 備考 

18:00 ～ 19:00 1,500円 月極 
申請必要、おやつ代含む 

月～金曜日 

18:00 ～ 19:00 200円 １回 おやつ代含む 

(3) 保育短時間認定に係る保育時間 

  保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、８時３０ 

分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間となります。 

  なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

７時から８時３０分前まで又は１６時３０分を超えて１９時までの範囲内で、延長保 

育を提供いたします。 

延長保育時間 利用料 利用料単位 備考 

7:00 ～ 8:30 100円 １回  

16:30 ～ 18:00 100円 １回  

18:00 ～ 19:00 200円 １回 おやつ代含む 

 

８ 提供する教育・保育等の内容 

  当園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平 

成１８年法律第７７号）、子ども・子育て支援法（平成２４年度法律第６５号）（以下「支 

援法」という。）、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領（平成２０年告示）、幼保 

連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年告示）、保育所保育指針（平成２０年告 

示）を踏まえ、以下の教育その他の便宜の提供を行います。 

(1) 特定保育の提供 

    上記７に記載する時間において、保育を提供します。 

  (2) 社会福祉法人和泉会各施設合同事業 

    サッカー大会の実施（年３回） 

 (3) 送迎 

    希望者については、園バスによる送迎を実施します（ただし、別途利用者負担有）。 

 (4) 食事の提供 

    児童の年齢に応じ、食事の提供を行います。 

    食物アレルギー等、体質に合わない食材があればご相談ください。 

 (5) その他 

    延長保育事業 

    一時預かり事業 

    地域活動事業（職場体験受け入れ事業など） 

    地域子育て支援拠点事業（一般型） 

    障害児保育事業 



    放課後児童健全育成事業 

 

９ 利用料金 

(1) 特定教育・保育にかかる利用者負担（保育料） 

   ｱ．保育園部の０～２歳児については、支給認定を受けた市町村が定める保育料を当

園にお支払いいただきます。ただし、住民税非課税世帯は無償化の対象となりま

す。 

     ｲ．お住まいの市町村によっては、０～２歳児の保育料が無償化の対象となる場合が

あります。 

(2) 教育・保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

別に定める費用を負担していただきます（保育材料費等）。お支払い方法について

は、別途お知らせします。主なものは下記のとおりです。 

ｱ．保育園部 

項目 利用料 利用料単位 備考 

主食（米）代 500円 月極 ３～５歳児のみ 

副食（おかず・おや

つ）代 
4,500円 月極 

３～５歳児のみ 

低所得世帯及び第３子以降

（未就学児の子どものうち）

は免除 

通園バス代 3,000円 月極 片道のみの場合 1,500円 

    ※お住まいの市町村によっては、副食（おかず・おやつ）代が補助の対象となる場

合があります。 

ｲ．幼稚園部 

項目 利用料 利用料単位 備考 

主食（米）代 400円 月極  

副食（おかず・おや

つ）代 
3,600円 月極 

低所得世帯及び第３子以降

（小学校３年生以下の子ども

のうち）は免除 

通園バス代 3,000円 月極 片道のみの場合 1,500円 

      ※お住まいの市町村によっては、副食（おかず・おやつ）代が補助の対象となる場

合があります。 

 

１０ 利用の終了に関する事項 

  当園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了いたします。 

(1) 利用児童が小学校に就学したとき 

(2) ２号認定及び３号認定の児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に

定める支給要件に該当しなくなったとき 



(3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１１ 嘱託医 

  当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

 (1) 内科 

医療機関の名称 たかお医院 

医 院 長 名 高尾 精一 

所 在 地 行橋市南泉三丁目７－２６ 

電 話 番 号 ０９３０－２５－５８８０ 

  (2) 歯科 

医療機関の名称 さかきデンタル・クリニック 

医 院 長 名 榊 恭範 

所 在 地 行橋市南泉三丁目８－１８ 

電 話 番 号 ０９３０－２６－１１８８ 

 

１２ 緊急時の対応 

  お預かりしている児童に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、基本的に提出さ

れた児童家庭調査票の発熱時等の状況の希望に従い、保護者の指定する緊急連絡先等へ

連絡を行います。 

  また、虐待等が疑われる状況を発見した際には、児童虐待の防止等に関する法律（平

成１２年法律第８２号）に基づく行政機関への通告等、必要な措置をとることといたし

ます。 

 

１３ 要望・苦情等に関する相談窓口 

  当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  坪井 大輔、辻 由記子 

・ご利用時間  ７：００～１９：００ 

・電話番号   ０９３０－２３－０８８５ 

・ＦＡＸ    ０９３０－２３－０６２０ 

 担当者が不在の場合は、職員までお申し出ください。 

第三者委員 

宮本 佳明 
０９３０－３３－２９５８ 

社会福祉法人和泉会 監事 

虎谷 美智代 
０９３０－２５－５５７６ 

社会福祉法人和泉会 監事 

 

１４ 非常災害時の対策 



非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・消火器          ・自動火災報知設備 

・ガス漏れ報知器      ・誘導灯設備 

・その他、カーテンの防災処理 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

１５ 写真掲載 

  当園では、おたより、ホームページ、SNS等において、児童の活動の様子や児童が製作

した作品等の写真を掲載しています。個人情報保護の観点から、保護者の同意をいただ

いた上で行いますので、写真掲載についての意向を別紙にご記入の上、提出してくださ

い。 

 

１６ 園からの情報提供 

  当園では、SNS（フェイスブック、インスタグラム）を利用して情報の提供を行ってい

ます。 

     ・フェイスブック：社会福祉法人和泉会 

     ・インスタグラム：izumikai_org 

  また、当園では、園と保護者の方との連絡をスムーズに行うため「コドモン保護者ア

プリ」を導入しております。スマートフォン又はインターネットに接続されたパソコン

にてご登録をお願いします。なお、登録方法など詳しい内容については、おたよりにて

お知らせいたします。 

 

１７ 守秘義務及び個人情報の取り扱いについて 

  当園の全ての保育士は、児童福祉法第１８条に基づき守秘義務を遵守します。また、

保育士以外の全職員、実習生、ボランティアなどの保育に携わる全ての人においても、

同様に守秘を徹底するよう努めます。 

児童及び保護者の個人情報は、当園が定める個人情報保護マニュアルに基づき取り扱

います。 

提出された資料の子ども及び世帯の情報は、保育の提供に必要な範囲に限って使用し

ます。 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定により、法令に基づ

く場合等には、第三者に対し、児童及び保護者の個人情報を提供することがあります。

例えば、次に掲げるような場合です。 

(1) 保育所児童保育要録を送付するとき 

小学校就学の際には、子どもの育ちを支えるための資料（保育所児童保育要録）を、

入学予定の小学校へ送付することとされていることから（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則）、保育に関する記録等につ



いて入学予定の小学校へ情報提供を行います。 

  (2) 市町村による巡回訪問が実施されたとき 

    市町村の巡回訪問事業（発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子

どもやその親が集まる施設・場への巡回支援を実施し、施設等の支援を担当する職員

や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う事業）が実施さ

れた際に、児童福祉法に基づき、市町村に対し必要な情報提供を行うことがあります。 

(3) 保育の提供にあたり市町村に対し報告が必要なとき 

   保育を提供するにあたり知り得た個人情報のうち、法令等に基づき支給認定を行っ

た市町村に対し報告等が必要なときは、情報提供を行います。 

(4) 緊急を要するとき 

緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うことがあります。 

 

１８ お問い合わせ等への対応 

園への各種お問い合わせ等に関しては、基本的に、提出された児童家庭調査票の同居

家族の構成欄に記載されている親からいただいたものに対してのみ、対応いたします。

ただし、負傷又は疾病、業務の都合などにより、親以外の方からのお問い合わせに対応

する必要がある場合は、別紙にご記入の上、提出してください。 

 

１９ その他の留意事項 

宗教活動、政治活動、

営利活動 

利用者の思想・信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動・

政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（令和６年４月  重要事項説明書） 

 

 

１．写真掲載について 

「１５ 写真掲載」について、以下のどちらかに☑してください。 

□ 同意します 

□ 同意しません  （理由：                       ） 

 

 

２．お問い合わせ等への対応について 

  「１８ お問い合わせ等への対応」について、該当する方がいる場合、氏名を記入し

てください。 

  （児童から見た続柄：          氏名：               ） 

 

 

３．重要事項の説明について 

 

 私は、書面に基づいて認定こども園コスモスの利用にあたっての重要事項の説明を受け、 

同意しました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

保護者住所： 

 

児童氏名： 

 

保護者氏名：                      印 

 

児童から見た続柄： 

 

 

※必要事項を記入し、この別紙のみ園に提出してください。 


